
 

奈良県たばこ対策推進委員会規則の一部改正について 

 

 

  平成３０年６月１３日に成立し、令和４年４月１日に施行される民法の一部を改正す

る法律により、民法の成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げられます。 

  一方、たばこに関する年齢制限ついては、健康被害への懸念から２０歳を維持すること

となるため、民法の一部改正の施行日に合わせ、令和４年４月１日付けで次のとおり規則

の改正を行います。 

   

 

１ 規則の改正内容 

  現行 

   

  第二条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

一 未成年者の喫煙の防止を推進するための方策に関すること。 

 

  改正案 

 

  第二条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

一 二十歳未満の者の喫煙の防止を推進するための方策に関すること。 

 

２ 施行期日 

  令和４年４月１日から施行予定。  
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